
森
林
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

森
林
は
、
国
土
の
保
全
、
水
源
涵
養
、
生
物
多
様
性
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
防
止
、
木
材
等
の
物
質
生
産
な
ど
、
多
面
的
・

公
益
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
林
業
は
、
木
材
価
格
の
低
迷
、
森
林
所
有
者
の
世
代
交
代
、
山

村
地
域
の
過
疎
化
等
に
よ
り
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
林
業
の
成
長
産
業
化
を
実
現
す
る
た
め
、
適
切

な
森
林
施
業
を
通
じ
て
、
国
産
材
の
安
定
供
給
体
制
の
構
築
、
森
林
資
源
の
再
造
成
の
確
保
及
び
森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持

増
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

森
林
資
源
の
循
環
利
用
の
推
進
の
た
め
主
伐
後
の
確
実
な
再
造
林
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
状
に
お
け
る
木
材
の
伐
採
収
入

で
は
再
造
林
に
係
る
経
費
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
確
実
な
再
造
林
に
向
け
て
、
公
的
補
助
の
拡
充
等
を
図
る
こ

と
。

二

施
業
の
集
約
化
を
加
速
す
る
た
め
、
林
地
台
帳
整
備
に
当
た
る
市
町
村
等
へ
の
支
援
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
森
林
経

営
計
画
作
成
の
促
進
に
向
け
、
プ
ラ
ン
ナ
ー
等
の
人
材
育
成
、
国
の
職
員
に
よ
る
技
術
的
な
支
援
の
更
な
る
拡
大
や
、
集
約

化
が
困
難
な
森
林
の
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
公
有
林
化
に
対
す
る
支
援
の
強
化
等
の
施
策
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

三

森
林
組
合
が
森
林
経
営
事
業
実
施
の
体
制
整
備
を
図
り
、
林
業
活
性
化
に
取
り
組
み
つ
つ
、
過
度
な
リ
ス
ク
を
取
る
こ
と



で
森
林
組
合
の
経
営
悪
化
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
農
林
水
産
省
は
引
き
続
き
森
林
組
合
・
森
林
組
合
連
合
会
の
財
務
を

監
督
す
る
と
と
も
に
、
森
林
組
合
・
森
林
組
合
連
合
会
の
経
営
・
財
務
管
理
を
担
い
得
る
人
材
の
育
成
に
注
力
す
る
こ
と
。

四

二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
施
設
へ
の
国
産
材
利
用
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
公
共
建
築
物
の
木
造
化
や
Ｃ
Ｌ
Ｔ
（
直
交
集
成
板
）
の
普
及
等
に
よ
る
木
材
利
用
の
拡
大
、
森
林
認
証
・
認
証
材
の
普

及
促
進
、
木
材
の
輸
出
促
進
な
ど
に
よ
り
、
国
産
材
需
要
の
拡
大
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
を
含

む
地
域
材
の
安
定
供
給
体
制
の
確
立
に
向
け
、
川
上
・
川
下
に
お
け
る
木
材
需
要
に
対
応
し
た
供
給
調
整
を
担
う
組
織
や
人

材
の
育
成
な
ど
地
域
に
お
け
る
必
要
な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
セ
ル
ロ
ー
ス
ナ
ノ
フ
ァ
イ
バ
ー
等
の
新
た
な
技
術

の
開
発
・
実
用
化
等
に
取
り
組
む
こ
と
。

五

地
域
林
業
の
確
立
を
図
る
た
め
に
は
、
林
業
事
業
体
の
育
成
と
林
業
労
働
力
の
確
保
は
不
可
欠
で
あ
り
、
山
村
振
興
の
観

点
か
ら
も
、
地
域
の
企
業
の
受
注
機
会
の
増
大
・
所
得
向
上
に
向
け
た
支
援
等
必
要
な
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

六

国
際
社
会
に
と
り
重
要
か
つ
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
地
球
温
暖
化
防
止
を
推
進
す
る
た
め
、
京
都
議
定
書
の
第
二
約
束
期
間

に
お
け
る
目
標
及
び
昨
年
末
に
合
意
さ
れ
た
パ
リ
協
定
を
踏
ま
え
、
間
伐
や
植
林
等
の
森
林
吸
収
源
対
策
を
着
実
に
推
進
す

る
た
め
の
安
定
財
源
の
確
保
に
向
け
た
検
討
を
加
速
化
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
安
定
財
源
が
確
保
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い

て
も
、
必
要
な
予
算
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

七

自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
木
材
産
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
事
業
者
が
合
法
伐
採
木
材
の
利
用



を
確
保
す
る
た
め
適
正
な
リ
ス
ク
評
価
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
促
す
と
と
も
に
、
事
業
者
に
よ
る
合
法
伐
採
木
材

の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
取
組
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
把
握
に
努
め
、
違
法
伐
採
木
材
の
取
扱
い
が
懸
念
さ
れ
る

場
合
に
は
、
そ
の
是
正
に
努
め
る
こ
と
。

八

近
年
の
山
地
災
害
の
頻
発
や
そ
の
被
害
の
増
加
を
踏
ま
え
、
国
民
の
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
予
防
治
山
対

策
を
含
め
た
治
山
事
業
の
確
実
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
予
算
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

九

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て
、
海
岸
防
災
林
の
再
生
や
福
島
の
森
林
・
林
業
の
再
生
を
始
め
と
す
る
復
興
対
策

に
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
、
治
山
事
業
に
よ
る
崩
壊
地
の
早
期

復
旧
や
二
次
災
害
の
防
止
、
被
害
を
受
け
た
森
林
・
林
業
の
再
生
に
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


